
期間：6月1日（金）～6月10日（日）
電波の利用にはルールがあり
ます。コードレス電話や特定小
電力トランシーバーなどの無線
機器を購入するときは、必ず「技

適マーク」が付いているか確認してください。
また、外国規格のトランシー
バーは、防災行政用無線やテレ
ビ放送等に妨害を与えるおそ
れがあり、国内では使用できま
せんのでご注意ください。

毎年6月1日の、「人権擁護委員の日」にあわせて、
特設人権相談所を下記のように開催致しています。
毎日の暮らしの中で起こるさまざまな問題など
に、人権擁護委員が相談に応じます。
相談は無料で秘密は厳守しますのでお気軽にご利
用ください。
□相 談 日　　6月1日（金）
　　　　　　　　午後1時30分～午後4時
□開催場所　　八百津町ファミリーセンター

放送大学は、テレビなどの放送を利用して授業を
行う通信制の大学です。
心理学・福祉・経済・歴史・文学・自然科学など
さまざまな目的で幅広い世代の方が学べます。
□出願期間　　6月15日（金）～8月31日（金）
　　　　　　　（インターネット出願は6月1日（金）より）
□問い合わせ・資料請求（無料）
      放送大学岐阜学習センター
            岐阜市薮田南5-14-53
              ふれあい福寿会館　第2棟2階
□大学説明会　多治見分室
　　　　　　　　7月 8日（日）　午後1時30分～
　　　　　　　　8月11日（土）　午前10時30分～
大学説明会は、岐阜学習センターでも開催してい
ますので、お問い合わせください。

岐阜県では、消費生活相談員への就業を志望する
方を対象に、資格取得を支援する講座を開催します。
□ところ・とき
　・西濃会場（大垣市情報工房）　定員60人
　　　6月23日（土）～9月 9日（日）
　・東濃会場（多治見市文化会館）定員30人
　　　7月 1日（日）～9月15日（土）
　両会場とも　午前9時30分～午後4時30分

土曜日または日曜日の　計10回
□対象者 （書類選考　有）

18歳以上の県内に在住、在勤、在学であり、
消費生活相談業務に従事する意欲のある方

□受 講 料　　無料
□申し込み方法

6月14日（木）までに申込書を郵送、FAXま
たはメールで申し込み先へ提出
URL:http://www.pref.gifu.lg.jp/kurashi/
shohi-seikatsu/index.html

□主　　催　　岐阜県
□お申し込み先・お問い合わせ先
　　　（株）東京リーガルマインド岐阜本校
　　　　〒500-8847　岐阜市金宝町1-1　UTビル4階
　　　　　　☎058-265-2771
　　　　　　メール　kk-gifu@lec-jp.com

期間：6月1日（金）～6月30日（土）
～不正改造は犯罪です～

自動車は、生活に欠かせない移動手段であるばか
りでなく、娯楽の道具としても認識されており、さ
まざまな部品などが販売されています。
車両は、運転者、同乗者に対しての安全性のみで

なく、通行者やほかの自動車に対しての安全性も非
常に重要です。
しかし、不正改造によって、その安全性を損なっ

たまま運行している車両があり、非常に危険です。
不正改造車を排除する運動を展開していますが、

特に6月を強化月間として重点的に取り組みます。
ぜひこの機会にどのような改造が不正改造になる

のかご理解いただき、不正改造車の排除にご協力を
お願い致します。
詳細情報は　http://www.tenken-seibi.com

消費生活相談員資格取得支援講座の参加者募集STOP！不法電波【電波利用環境保護周知啓発強化期間】
岐阜県、申し込み・問い合わせは

株式会社東京リーガルマインド岐阜本校
東海総合通信局　電波監理部　電波利用環境課

☎ 052-971-9617

特設人権相談所開設【全国一斉人権擁護委員の日】

放送大学　10月生募集のお知らせ

岐阜地方法務局美濃加茂支局または美濃加茂人権擁護委員協議会事務局
 ☎ 0574-25-2400

放送大学岐阜学習センター
☎ 058-273-9614　ホームページ　http://www.ouj.ac.jp

不正改造車を排除する運動　強化月間
国土交通省中部運輸局　岐阜運輸支局　整備担当

☎ 058-279-3715
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